
  201９年度⽴命館⼤学 学⽣部⻑表彰 募集要項 
 

本奨励金は、学生の諸活動において、立命館学生文化の担い手となる活動あるいは、地域・社

会の発展に寄与する活動において優れた実績をあげ、さらに国内外で活躍が期待される個人・

団体を励まし表彰する制度です。表彰該当基準の対象となる個人・団体は、募集要項をよく読

み、応募に必要な手続きを行ってください。また、本奨励金の表彰該当基準に合致する個人・

団体をご存知である学生（教職員）の方は、推薦することも可能であるので、積極的に推薦し

てください。 

 

１．奨励金の概要 

◆ 給付内容 ：賞状および個人 1 万円、団体は５万円 

 ＊「立命館大学スポーツ能力に優れた者の特別選抜入学試験特別奨学金」「立命館大学文化・芸術

活動に優れた者の特別選抜入学試験特別奨学金」「立命館アスリート・クリエーター育成奨学金」

「＋Ｒ校友会未来人財育成奨学金（成長支援）」「スポーツ能力に優れた附属高校生を対象とし

た予約採用型奨学金」の受給者は奨励金の対象外とする。但し、申請があり選考されれば、表

彰のみの対象者とはなりえることとする。 

団体については、上記の奨学金受給者を含んでいる場合でも奨励金の対象とする。 

 

◆ 重複受賞 ：①個人  

・立命館大学個人表彰との重複受賞は不可。応募（推薦）は妨げない。 

        ②団体 

・立命館大学団体表彰との重複受賞は不可。応募（推薦）は妨げない。 

   

◆ 評価期間 ：201９年 1 月 ～ 20２０年 1 月１０日（募集締切時） 

＊但し、前年度同表彰において評価した実績等の場合は、評価の対象としない 

◆ 採用人数 ：６0 件程度（個人・団体含む） 

 

２. 該当資格  以下の基礎資格に加え、(1)団体、(2)個人、それぞれの資格に合致する個人・

団体について、自薦・他薦で応募（推薦）することができます。 

     ※学友会公認団体等に所属している場合は、部長・副部長・顧問・監督・コーチ

からの推薦書を提出してください。 

     ※過年度に本制度により表彰されている実績については応募対象外とします。 

 

 

基礎資格 

（個人） 

・学部の正規課程に在学している学生 

・立命館大学学則第５７条による停学の懲戒を受けていないこと（懲戒の期間が含まれる年度   

 は出願することができません） 

 

 

【立命館大学学則第 57 条】 

本大学の規定に違反し、学生の本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て、学長が懲戒する。 



2 懲戒の種類は、退学、停学および戒告とする。 

 

（団体） 

・評価期間において、団体が解散または活動停止の処分を受けていない団体 

【立命館大学学生団体処分規程第 3 条】 

第３条 団体の活動において、学生に次の各号に定める行為があり、または運営が行われたとき

は、団体に対する処分を行う。 

(1) 法令上の犯罪に該当し、かつ正当化または免責され得る特段の事情を伴わない行為 

(2) 集団的・組織的人権侵害行為またはハラスメント行為 

(3) 団体の通常の活動から著しく逸脱した危険な行為により引き起こされた事故 

(4) 大学の教育研究活動を妨害する行為 

(5) 社会的通念に著しく反する行為 

(6)  前第１号から第５号に定める行為または事故を隠蔽する行為 

(7) 前第１号から第５号に定める行為または事故に準ずる行為 

 

（１）個人 以下の条件を満たす者 

1）本学の正規学部学生。 

2）学生の諸活動において、立命館学生文化の担い手となる活動もしくは、地域・社会 

の発展に寄与する活動において優れた実績をあげ、さらに国内外で活躍が期待される者。 

3）当該実績で他の学内表彰（個人表彰）を受賞していない者。 

（２）団体 

1）学生の諸活動において、立命館学生文化の担い手となる活動もしくは、地域・社会の発展に

寄与する活動において優れた実績をあげ、さらに国内外で活躍が期待される団体。 

2）当該年度中に他の表彰（団体表彰）を受賞していない団体。 

 
3.表彰該当基準 以下の項目のいずれかに該当する場合  

①全国・関西・西日本レベルの大会での優勝、入賞、もしくはそれと同等の実績を残した個 

人、団体 

②スポーツ文化振興、学術研究・文化芸術振興に貢献したと評価できる活動を行った個人、団

体 

③人道的で社会的な賞賛に値すると評価できる成果を残した個人、団体 

④地域社会に対して貢献をしたと評価できる活動を行った個人、団体 

⑤学業と課外活動を高いレベルで両立を成し遂げたと評価できる個人・団体 

⑥その他、客観的な指標では評価されづらいが高い価値があると評価できる活動を行った個人・

団体 

＊正課及びゼミに関わる内容・活動に関しては、表彰対象としない 

 

4.選考 

 選考は、本奨励金に応募し表彰該当基準を満たす個人・団体の中から、成績・貢献度の高い

個人・団体から順に採用します。 

 
 



5. 応募（推薦）方法・期間・提出先 

 ◆ 応募方法：出願期間に応募書類を学生オフィス・スポーツ強化オフィスに提出 
 ◆ 応募期間：20１９年 12 月１０日（火）～２０２０年 1 月１０日（金）【17:00〆切】 

※12 月２８日（土）～1 月 5 日（日）の冬期休暇期間を除く 

※万一、募集期間締切の直近に大会等が開催され、実績・成績・成果等が出る可能性がある場

合、事前に、各キャンパス学生オフィス、スポーツ強化オフィスまでご相談下さい。 

 

 ◆ 提出先 ：学生オフィス（衣笠・BKC・OIC）、スポーツ強化オフィス 

 
6. 応募書類 

以下書類を全て揃えてください。 

下記以外に、必要に応じ、選考に必要な書類を別途追加依頼することがあります。 

①「学⽣部⻑表彰 応募書類」（様式①） 
② 活動実績がわかる書類 （様式②） 

・表彰状（コピー）、掲載記事（新聞、ネット）、企画の概要が分かる資料 

 ③振込口座届（様式③） 

 
7. 採用者の結果通知・発表・説明会・表彰式について 

 ◆選考結果・発表：20２０年 2 月２５日（火）13：00 

         奨学金ホームページに掲載 http://www.ritsumei.ac.jp/scholarship/  

採用者及び団体の代表者に manaba+R にて通知 

 

◆受賞者・団体説明会（予定）：20２０年 2 月２５日（火）１８：00  

        場所：結果発表時にお知らせします。         

 

 ◆表彰式（予定）：日程 20２０年 3 月９日（月）13：00～14：00 

          場所 朱雀キャンパス 5F 大講義室 

 ◆交流懇親会（予定）：日程 20２０年 3 月９日（月）14：15～15：30 

          場所 朱雀キャンパス 1F 多目的室 

 

    ※説明会、表彰式への出席をもって本奨学金の正式採用となります。特段の理由がない限 

   り必ず出席してください。出席できない場合は事前に相談をしてください。無断欠席の 

場合は、採用を取り消す場合があります。 

※表彰式に関する正式な開催日時、式場等の詳細は後日連絡いたします。 

 

   

＜本奨励⾦に関する問い合わせ先＞⼟⽇・祝⽇を除く 9:30〜17:00 
⾐笠学⽣オフィス 075-465-8167 
BKC 学⽣オフィス 077-561-3917 
OIC 学⽣オフィス 072-665-2130 

スポーツ強化オフィス 077-561-3977 
 


